
区分 提　出　書　類 確　認　事　項 チェック

申請日は契約日から数えて２年を超過していないか。

住所・氏名・連絡先に記載があるか。

補助対象経費、補助金額に誤りがないか。

〇 収支予算書 支出の部、収入の部それぞれの合計額が一致するか。

空き家所在地は契約書に記載されているものと合致しているか。

空き家の所有者の氏名は正しいか。

空き家の入居者の住所・氏名は正しいか。
※賃貸借契約の場合のみ記入すること。

改修等の内容が見積書の内容と合致しているか。

事業費・補助対象経費等は見積書の内容と合致しているか。※別表参照

着工予定日は交付決定日以降であるか。
また、完了予定日は今年度中に補助金交付が可能か。

〇 空き家位置図 空き家所在地が確認できるものであるか。

〇 改修工事図面
改修箇所及び内容が分かるものか。
（改修箇所及び内容が図面に記入されているか）

補助対象工事であるか。

単価・数量など、内訳が明記されているか。

市外業者を利用する場合は、見積り金額にかかわらず市内業者２者以上か
ら見積書が必要。

１見積書あたりの工事費が100万円以上の場合、３者以上から見積書を徴
取しているか。また、それぞれの工事内容は合致しているか。

△ 設備機器のカタログ 設置機器の形等、詳細が分かるものか。（トイレ、システムバス等）

工事箇所の現況が分かるものか。
例：壁紙を4面張り替える場合は4面が写る写真が必要。さらに、
    天井・床も改修する場合は、天井、床の写真も必要。

電気配線、水道管等の写真で確認が難しい改修の場合、現在の電気配線、
水道管等の場所をマーカー等で確認できるようにしているか。

〇 売買（賃貸）契約書の写し
売買（賃貸）の目的物の表示、売買代金、手付金の額及び支払日、
契約日付・売り主・買主サインと業者の表示があるか。

〇
空き家所有者を

確認できる書類の写し

空き家の所有者が確認できるか。
例：登記簿の写し（1/2、2/2の表示があれば2/2まで必要）
※登記簿がない場合：売渡証書の写し、登記申請書の写し等
※補助金の交付前までに登記簿の写しが必要

空き家所有者本人が記入・押印したものであるか。

所有者が複数の場合は、申請者以外の承諾書が必要。

〇 誓約書 申請者の記入・押印が確認できるか。

〇 債権者登録申請書 債権者登録に必要な情報がすべて記入されているか。

〇 資金計画書 補助事業実施に係る経費と資金内訳それぞれの合計額が一致するか。

〇 申立書 申請者の記入・押印が確認できるか。

△ 同意書 所有者が複数人の場合、全員分の同意書があるか。

丹波市空き家利活用促進事業補助金交付申請書類チェックリスト（居住型）

※区分について…提出が必要なもの（〇）/場合によって提出が必要となるもの（△）

〇

交付申請書

事業計画書

見積書

〇

〇

現況写真〇

△
施工承諾書

※賃貸借契約の場合



（別表）


